
 

別紙１ 

 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定

居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月１日老企第36号）（抄）  
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新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた

場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始

するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前

記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとする。 

 

２～６ （略） 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた

場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始

するものとすること。 

ただし、平成 30 年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとす

る。 

２～６ （略） 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らか

の割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じ

ていく計算になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則第

12 条に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数

が１単位に満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所

と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う場合の減算を算定する場合等については、対象となる単位数の

合計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定すること

とする。 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らか

の割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じ

ていく計算になる。 

 

 

 

 

 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所

と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う場合の減算を算定する場合については、対象となる単位数の合

計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定することと

する。 
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（例１）訪問介護（身体介護中心 20 分以上 30 分未満で 250 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

250×1.25＝312.5→313 単位 

・この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

313×1.05＝328.65→329 単位 

＊250×1.25×1.05＝328.125 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 396 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象とな

る単位数の合計に 15％を加算 

396×６回＝2,376 単位 

2,376×0.15＝356.4→356 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合（地

域区分は１級地） 

329 単位×８回＝2,632 単位 

2,632 単位×11.40 円／単位＝30,004.80 円→30,004 円 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした

単位数（整数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定

居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管

理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居

者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当

該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又

は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について

は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション

費、居宅療養管理指導費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並び

に定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密

（例１）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 394 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

394×1.25＝492.5→493 単位 

・この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

493×1.05＝517.65→518 単位 

＊394×1.25×1.05＝517.125 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 394 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象とな

る単位数の合計に 15％を加算 

394×６回＝2,364 単位 

2,364×0.15＝354.6→355 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合（地

域区分は１級地） 

518 単位×８回＝4,144 単位 

4,144 単位×11.40 円／単位＝47,241.60 円→47,241 円 

なお、サービスコードについては、介護職員処遇改善加算を除く加算

等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数

は、既に端数処理をした単位数（整数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定

居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管

理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居

者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当

該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又

は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について

は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション

費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応

型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知
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着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及

び複合型サービス費は算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪

問サービスの所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービス

を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことにつ

いては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チ

ェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が

中心の場合）の所定単位数は算定できない（利用者不在時の訪問サービス

の取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかにか

かわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を受けている者についても算定が可能であること。 

⑶ （略） 

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用することを原則とす

る。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーショ

ンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や

介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があ

ると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定

単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、

適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受け

ている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利

用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。

以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯

に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30 分以上１時間未満

の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーショ

ンの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 396 単位、

訪問看護については 821 単位がそれぞれ算定されることとなる。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50

症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は

算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪

問サービスの所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービス

を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことにつ

いては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チ

ェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が

中心の場合）の所定単位数は算定できない（利用者不在時の訪問サービス

の取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかにか

かわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を受けている者についても算定が可能であること。 

⑶ （略） 

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用することを原則とす

る。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーショ

ンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や

介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があ

ると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定

単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、

適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受け

ている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利

用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。

以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯

に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30 分以上１時間未満

の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーショ

ンの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 394 単位、

訪問看護については 816 単位がそれぞれ算定されることとなる。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50
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分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護中

心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 396 単位ずつ算定される。た

だし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けること

とする。また、要介護者と要支援者等がいる世帯において同一時間帯に訪

問介護及び介護保険法第 115 条の 45 第１項第１号イに規定する第１号訪

問事業（指定事業者によるものに限る。）を利用した場合も同様に、訪問

介護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準的な所要時間を

見込んで居宅サービス計画上に位置付けること。生活援助についても、適

宜所要時間を振り分けた上で、要介護者に係る訪問介護費を算定するこ

と。 

⑹・⑺ （略） 

分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護中

心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 394 単位ずつ算定される。た

だし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けること

とする。 

 

 

 

 

 

 

⑹・⑺ （略） 

⑻ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおり

とすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置

又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健

康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条

（新設） 
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第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

⑼ 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⑼において「事

業者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製

する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

ハ その他、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス基準」と

いう。）第 217 条第１項において電磁的記録により行うことができる

とされているものに類するものは、イ及びロに準じた方法によるこ

と。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用

者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によること

（新設） 
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ができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定居宅サービス基準第８条第２項から

第６項までの規定に準じた方法によること。 

ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意

の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明

確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子

署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にするこ

と。 

ニ その他、指定居宅サービス基準第 217 条第２項において電磁的方法

によることができるとされているものに類するものは、イからハまで

に準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的方法

の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書

については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り

扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとするこ

と。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ

ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書

類等を求めないものとすること。 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 
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１回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う

必要がある場合は、居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、

適切なアセスメントにより、あらかじめ具体的なサービス内容を「身体介

護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間に基づき、「身

体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することとする。なお、身体

介護中心型の単位数に生活援助が 20 分以上で 67 単位、45 分以上で 134 単

位、70 分以上で 201 単位を加算する方式となるが、１回の訪問介護の全体

時間のうち「身体介護」及び「生活援助」の所要時間に基づき判断するた

め、実際のサービスの提供は身体介護中心型の後に引き続き生活援助中心

型を行う場合に限らず、例えば、生活援助の後に引き続き身体介護を行っ

てもよい。 

（例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支え

ながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、居室

の掃除を行う場合。 

〔具体的な取扱い〕「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを基

準に以下のいずれかの組み合わせを算定 

・身体介護中心型 20 分以上 30 分未満（250 単位）＋生活援助加算 45 分（134

単位） 

・身体介護中心型 30 分以上１時間未満（396 単位）＋生活援助加算 20 分

（67 単位） 

なお、20 分未満の身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、引き続き

行われる生活援助の単位数の加算を行うことはできない（緊急時訪問介護

加算を算定する場合を除く。）。 

⑷ 訪問介護の所要時間 

①～③ （略） 

④ 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべ

きであることから、単に１回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行

うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護からお

おむね２時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれ

の所要時間を合算するものとする（緊急時訪問介護加算を算定する場合

又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みが

ないと診断した者に訪問介護を提供する場合を除く。）。 

ただし、⑸①の規定に該当する場合は、前記の規定に関わらず、20 分

未満の身体介護中心型について、前回提供した指定訪問介護から２時間

１回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う

必要がある場合は、居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、

適切なアセスメントにより、あらかじめ具体的なサービス内容を「身体介

護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間に基づき、「身

体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することとする。なお、身体

介護中心型の単位数に生活援助が 20 分以上で 66 単位、45 分以上で 132 単

位、70 分以上で 198 単位を加算する方式となるが、１回の訪問介護の全体

時間のうち「身体介護」及び「生活援助」の所要時間に基づき判断するた

め、実際のサービスの提供は身体介護中心型の後に引き続き生活援助中心

型を行う場合に限らず、例えば、生活援助の後に引き続き身体介護を行っ

てもよい。 

（例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支え

ながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、居室

の掃除を行う場合。 

〔具体的な取扱い〕「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを基

準に以下のいずれかの組み合わせを算定 

・身体介護中心型 20 分以上 30 分未満（248 単位）＋生活援助加算 45 分（132

単位） 

・身体介護中心型 30 分以上１時間未満（394 単位）＋生活援助加算 20 分

（66 単位） 

なお、20 分未満の身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、引き続き

行われる生活援助の単位数の加算を行うことはできない（緊急時訪問介護

加算を算定する場合を除く。）。 

⑷ 訪問介護の所要時間 

①～③ （略） 

④ 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべ

きであることから、単に１回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行

うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護からお

おむね２時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれ

の所要時間を合算するものとする（緊急時訪問介護加算を算定する場合

を除く。）。 

 

ただし、⑸①の規定に該当する場合は、前記の規定に関わらず、20 分

未満の身体介護中心型について、前回提供した指定訪問介護から２時間
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未満の間隔で提供することが可能であり、所要時間を合算せずにそれぞ

れの所定単位数を算定するものとする。 

⑤ （略） 

⑥ 訪問介護計画に位置付けられた訪問介護の内容が、単なる本人の安否

確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を

行う場合には、⑤の規定にかかわらず、訪問介護費は算定できないもの

とする。 

⑦ （略） 

⑸ 20 分未満の身体介護の算定について 

① 所要時間 20 分未満の身体介護中心型の算定については、次の各号に

掲げるいずれにも該当する場合には、頻回の訪問（⑷④のただし書きに

規定する、前回提供した指定訪問介護からおおむね２時間の間隔を空け

ずにサービスを提供するものをいう。（以下訪問介護費において同じ。））

を行うことができる。 

 ａ～ｅ （略） 

②・③ （略）  

⑹ （略） 

⑺ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合 

①～③ （略） 

④ 利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」として

の通院・外出介助と同じものである。なお、この場合の「通院等」には、

入院と退院も含まれる。 

⑤～⑦ （略） 

⑧ 目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、目的地（病

院等）間の移送や、通所サービス・短期入所サービスの事業所から目的

地（病院等）への移送に係る乗降介助に関しても、同一の指定訪問介護

事業所が行うことを条件に、算定することができる。なお、この場合、

通所サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場

合の減算（以下の具体的取な取扱いにおいて「送迎減算」という。）が

適用となり、短期入所サービスについては、利用者に対して送迎を行う

場合の加算を算定できない。 

〔具体的な取扱い〕居宅が始点又は終点であること及び同一の訪問介護

事業所の通院等乗降介助を利用することを条件に算定する。具体例は以

下のとおり。 

未満の間隔で提供することが可能であり、所要時間を合算せずにそれぞ

れの所定単位数を算定するものとする。 

⑤ （略） 

⑥ 訪問介護計画に位置付けられた訪問介護の内容が、単なる本人の安否

確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を

行う場合には、④の規定にかかわらず、訪問介護費は算定できないもの

とする。 

⑦ （略） 

⑸ 20 分未満の身体介護の算定について 

① 所要時間 20 分未満の身体介護中心型の算定については、次の各号に

掲げるいずれにも該当する場合には、頻回の訪問（⑷③のただし書きに

規定する、前回提供した指定訪問介護からおおむね２時間の間隔を空け

ずにサービスを提供するものをいう。（以下訪問介護費において同じ。））

を行うことができる。 

 ａ～ｅ （略） 

②・③ （略）  

⑹ （略） 

⑺ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合 

①～③ （略） 

④ 利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」として

の通院・外出介助と同じものである。 

 

⑤～⑦ （略） 

   （新設） 
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ａ 利用者が通所介護の終了後、通院等乗降介助を利用して病院へ行

き、その後再び通院等乗降介助を利用して居宅へ帰る場合 通所介護

事業所と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の２回について、

通院等乗降介助を算定できる。 

・居宅 

 ↓ 

・通所介護事業所 ※帰りの送迎を行わないため送迎減算を適用 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・居宅 

ｂ 利用者が通院等乗降介助を利用して居宅から病院へ行き、その後再

び通院等乗降介助を利用して通所介護事業所へ行く場合 居宅と病

院の間の移送及び病院と通所介護事業所の間の移送の２回について、

通院等乗降介助を算定できる。 

・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・通所介護事業所 ※行きの送迎を行わないため送迎減算を適用 

 ↓ 

・居宅 

ｃ 利用者が居宅から通院等乗降介助を利用して複数（２か所）の病院

へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して居宅へ帰る場合 居宅

と病院の間の移送、病院と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送

の３回について、通院等乗降介助を算定できる。 

・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（３回目） 

・居宅 

⑻・⑼ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑻・⑼ （略） 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑽・⑾ （略） 

⑿ 特定事業所加算について 

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。 

① 体制要件 

  イ （略） 

ロ 会議の定期的開催 

同号イ⑵㈠の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっ

ての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護

員等の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰

し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当た

る訪問介護員等のすべてが参加するものでなければならない。なお、

実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービ

ス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催すること

⑽ 介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者を配置する

指定訪問介護事業所の減算について 

① 平成 30 年４月１日以降、介護職員初任者研修修了者（介護職員基礎

研修課程修了者、１級課程修了者又は看護師等の資格を有する者を除

く。以下同じ。）はサービス提供責任者の任用要件を満たさなくなると

ころ、平成 30 年３月 31 日時点で指定訪問介護事業所においてサービス

提供責任者として従事している者に限り、１年間は引き続き従事するこ

とができることとする経過措置を設けているが、介護職員初任者研修課

程修了者であるサービス提供責任者を配置する事業所に係る訪問介護

費は減算することとされているところであり、当該者を配置する指定訪

問介護事業所は、経過措置期間中にこれらの者に十分な機会を与え、介

護福祉士の資格取得等をさせなければならないこと。 

② 本減算は、１月間（暦月）で１日以上、介護職員初任者研修課程修了

者であるサービス提供責任者を配置している事業所について、当該月の

翌月に提供された全ての指定訪問介護に適用となること。ただし、当該

サービス提供責任者が月の途中に介護福祉士（介護福祉士試験の合格者

を含む。）又は実務者研修を修了（全カリキュラムを修了している場合、

必ずしも修了証明書の交付を求めない。）した者（以下この②において

介護福祉士等という。）となった場合については、翌月から減算は適用

されないこと。また、配置時点で介護福祉士等である者についても、本

減算の適用対象者とはならないこと。 

⑾・⑿ （略） 

⒀ 特定事業所加算について 

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。 

① 体制要件 

イ （略） 

ロ 会議の定期的開催 

同号イ⑵㈠の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっ

ての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護

員等の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰

し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当た

る訪問介護員等のすべてが参加するものでなければならない。なお、

実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービ

ス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催すること
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で差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しなけ

ればならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催

されている必要がある。 

また、会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介した

コミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行う

ことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守すること。 

  ハ～ホ （略） 

② 人材要件 

  イ・ロ （略） 

ハ 勤続年数要件 

ａ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうも

のとする。具体的には、令和３年４月における勤続年数７年以上の

者とは、令和３年３月 31 日時点で勤続年数が７年以上である者を

いう。 

ｂ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加

え、同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福

祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤

務した年数を含めることができるものとする。 

 ③ （略） 

④ 割合の計算方法 

②イ及びハの職員の割合並びに③の利用実人員の割合の計算は、次の

取扱いによるものとする。 

イ・ロ （略） 

⒀ 共生型訪問介護の所定単位数等の取扱い 

 ① 障害福祉制度の指定居宅介護事業所が、要介護高齢者に対し訪問介護

を提供する場合 

イ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活

援助従事者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員一

級課程又は旧二級課程修了者及び居宅介護職員初任者研修課程修了者

（相当する研修課程修了者を含む。）が訪問介護を提供する場合は、所

定単位数を算定すること。 

で差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しなけ

ればならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催

されている必要がある。 

 

 

 

 

 

 

ハ～ホ （略） 

② 人材要件 

イ・ロ （略） 

    （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ （略） 

④ 割合の計算方法 

②イの職員の割合及び③の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いに

よるものとする。 

イ・ロ （略） 

⒁ 共生型訪問介護の所定単位数等の取扱い 

 ① 障害福祉制度の指定居宅介護事業所が、要介護高齢者に対し訪問介護

を提供する場合 

イ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、旧介

護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員一級課程又は旧二級課程修了者

及び居宅介護職員初任者研修課程修了者（相当する研修課程修了者を

含む。）が訪問介護を提供する場合は、所定単位数を算定すること。 
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ロ・ハ （略） 

②・③ （略） 
ロ・ハ （略） 

②・③ （略） 

⒁ 指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若

しくは指定訪問介護事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」とい

う。）等に居住する利用者に対する取扱い 

① 同一敷地内建物等の定義 

注 10 における「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所

と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷

地（当該指定訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場

合を含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを

指すものである。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の１階

部分に指定訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつなが

っている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物とし

て、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する

場合などが該当するものであること。 

②～⑤ （略） 

⒂ 特別地域訪問介護加算について 

注 11 の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、

着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という。）を指し、

例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等

に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問

介護は加算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする訪問介

護員等による訪問介護は加算の対象となるものであること。 

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事

業所を本拠とする訪問介護員等を明確にするとともに、当該サテライト事

業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記録を別に行い、管理す

ること。 

⒃ 注 12 の取扱い 

① ⒂を参照のこと。 

②～④ （略） 

⒂ 指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若

しくは指定訪問介護事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」とい

う。）等に居住する利用者に対する取扱い 

① 同一敷地内建物等の定義 

注 11 における「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所

と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷

地（当該指定訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場

合を含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを

指すものである。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の１階

部分に指定訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつなが

っている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物とし

て、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する

場合などが該当するものであること。 

②～⑤ （略） 

⒃ 特別地域訪問介護加算について 

注 12 の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、

着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という。）を指し、

例えば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等

に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問

介護は加算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする訪問介

護員等による訪問介護は加算の対象となるものであること。 

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事

業所を本拠とする訪問介護員等を明確にするとともに、当該サテライト事

業所からの提供した具体的なサービスの内容等の記録を別に行い、管理す

ること。 

⒄ 注 13 の取扱い 

① ⒃を参照のこと。 

②～④ （略） 

⒄ 注 13 の取扱い 

注 13 の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス基準第 20

条第３項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。 

⒅ 注 14 の取扱い 

注 14 の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指

定居宅サービス基準」という。）第 20 条第３項に規定する交通費の支払い
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を受けることはできないこととする。 

⒅ 緊急時訪問介護加算について 

①～④ （略） 
⑤ 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、⑷④及び⑸の

規定は適用されないものとする。したがって、所要時間が 20 分未満で

あっても、20 分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算

の算定は可能であり、当該加算の対象となる訪問介護と当該訪問介護の

前後に行われた訪問介護の間隔が２時間未満であった場合であっても、

それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する（所要時間を合算す

る必要はない。）ものとする。 

⑥ （略） 

⒆ 緊急時訪問介護加算について 

①～④ （略） 
⑤ 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、⑷③及び⑸の

規定は適用されないものとする。したがって、所要時間が 20 分未満で

あっても、20 分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算

の算定は可能であり、当該加算の対象となる訪問介護と当該訪問介護の

前後に行われた訪問介護の間隔が２時間未満であった場合であっても、

それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する（所要時間を合算す

る必要はない。）ものとする。 

⑥ （略） 
⒆ （略） ⒇ （略） 

⒇ 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について 

  イ （略） 

ロ イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーショ

ンを実施している医療提供施設（病院にあっては、認可病床数が 200

床未満のもの又は当該病院を中心として半径４キロメートル以内に

診療所が存在しないものに限る。以下２において同じ。）の理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下２において「理学療法士

等」という。）が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が

同行する又は当該理学療法士等及びサービス提供責任者が利用者の

居宅を訪問した後に共同してカンファレンス（指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号。以下

「指定居宅介護支援等基準」という。）第 13 条第９号に規定するサー

ビス担当者会議として開催されるものを除く。以下①において同じ。）

を行い、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着

衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、

服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等とサービス

提供責任者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下

「生活機能アセスメント」という。）を行うものとする。 

カンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

(21) 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について 

イ （略） 

ロ イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーショ

ンを実施している医療提供施設（病院にあっては、認可病床数が 200

床未満のもの又は当該病院を中心として半径４キロメートル以内に

診療所が存在しないものに限る。以下２において同じ。）の理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下２において「理学療法士

等」という。）が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が

同行する又は当該理学療法士等及びサービス提供責任者が利用者の

居宅を訪問した後に共同してカンファレンス（指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）第 13

条第９号に規定するサービス担当者会議として開催されるものを除

く。）を行い、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩

行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭

管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等とサ

ービス提供責任者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価

（以下「生活機能アセスメント」という。）を行うものとする。 
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関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前

後に時間を明確に区分した上で、サービス提供責任者及び理学療法士

等により実施されるもので差し支えない。さらに、この場合の「リハ

ビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬におけ

る疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診

療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院

である。 

  ハ～ト （略） 

② 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、①ロ、ヘ及びトを除き、①を

適用する。本加算は、理学療法士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩ

ＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した上でサービス

提供責任者に助言を行い、サービス提供責任者が、助言に基づき①の

訪問介護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、

目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを

定期的に実施することを評価するものである。 

ａ ①イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテー

ション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテ

ーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用

者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリ

テーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又

は、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携してＩＣＴを

活用した動画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、当該指定

訪問介護事業所のサービス提供責任者に助言を行うこと。なお、Ｉ

ＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いる場合においては、

理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況につい

て適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供

責任者で事前に方法等を調整するものとする。 

ｂ～ｄ （略） 

 

 

 

 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」と

は、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行ってい

る病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若

しくは介護医療院である。 

 

 

ハ～ト （略） 

② 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、①ロ、ヘ及びトを除き、①を

適用する。本加算は、理学療法士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩ

ＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した上でサービス

提供責任者に助言を行い、サービス提供責任者が、助言に基づき①の

訪問介護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、

目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを

定期的に実施することを評価するものである。 

ａ ①イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテー

ション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテ

ーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用

者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリ

テーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又

は、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携してＩＣＴを

活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定訪問介

護事業所のサービス提供責任者に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを

活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等

がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握

することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前

に方法等を調整するものとする。 

ｂ～ｄ （略） 
(21) 認知症専門ケア加算について （新設） 
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① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められる

ことから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランク

Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定

方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員

数の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近

３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続

的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合について

は、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直

ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働

省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につい

て」（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）

に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切

な研修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の

実施に当たっては、登録ヘルパーを含めて、全員が一堂に会して開催す

る必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支

えない。 

また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会

議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。こ

の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守していること。 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者

等養成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運

営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護

に係る適切な研修を指すものとする。 

(22) 介護職員処遇改善加算について 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

(22) 介護職員処遇改善加算について 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改

善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」）を参照すること。 

(23) 介護職員等特定処遇改善加算について (23) 介護職員等特定処遇改善加算について 
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介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並

びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員

等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」）を参照すること。 

３ 訪問入浴介護費 

⑴・⑵ （略）  

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に

は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場

合には、所定単位数に 100 分の 90 を乗じて得た単位数を算定できる。 

３ 訪問入浴介護費 

⑴・⑵ （略）  

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に

は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場

合には、所定単位数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を算定できる。 

⑷ 指定訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建

物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対す

る取扱い 

訪問介護と同様であるので、２の⒁を参照されたい。 

⑷ 指定訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建

物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対す

る取扱い 

訪問介護と同様であるので、２の⒂を参照されたい。 

⑸ 注６の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２の⒃②から④までを参照されたい。 

⑸ 注６の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２の⒄②から④までを参照されたい。 

⑹ 注７の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２の⒄を参照されたい。 

⑹ 注７の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２の⒅を参照されたい。 

⑺ 初回加算について 

① 指定訪問入浴介護事業所において、初回の指定訪問入浴介護を行う前

に、当該事業所の職員が利用者の居宅を訪問し、浴槽の設置場所や給排

水の方法の確認等を行った場合に算定が可能である。 

② 当該加算は、初回の指定訪問入浴介護を行った日の属する月に算定す

ること。 

（新設） 

⑻ 認知症専門ケア加算について 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められる

ことから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランク

Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定

方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員

数（要支援者を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以

降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割

合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、

その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場

合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 

（新設） 
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翌月の末日において 100 分の 60 以上となる場合を除く。）。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第９号イ⑴

㈠、イ⑴㈡及びイ⑴㈣の割合並びにイ⑴㈢及びロ⑴㈡の人数について、

継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、その割合及び人

数については、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回

った場合については、直ちに第１の５に規定する届出を提出しなければ

ならないこと。 

⑧ （略） 

 

④・⑤ （略） 

⑥ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第９号イ⑴

若しくはイ⑵の割合及びイ⑶若しくはロ⑵の人数について、継続的に所

定の基準を維持しなければならない。なお、その割合及び人数について

は、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合に

ついては、直ちに第１の５に規定する届出を提出しなければならないこ

と。 

⑦ （略） 

(25) サービス提供体制強化加算について 

 ３⑼を参照のこと。 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

(25) サービス提供体制強化加算について 

① ３⑺①から⑥までを参照のこと。 

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと

する。具体的には、平成 21 年４月における勤続年数３年以上の者とは、

平成 21 年３月 31 日時点で勤続年数が３年以上である者をいう。 

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等に

おいてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含

めることができるものとする。 

５ 訪問リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 

① （略） 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテー

ションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士に対し、当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリ

テーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテー

ションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に

対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行う。 

③ ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記

録する。 

④ 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所

の医師の診療に基づき、訪問リハビリテーション計画を作成し、実施す

ることが原則であるが、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション

料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料

５ 訪問リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 

① （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

   （新設） 

 

 

② 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所

の医師の診療に基づき、訪問リハビリテーション計画を作成し、実施す

ることが原則であるが、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション

料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料
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を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指定

訪問リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーション・個別

機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに

事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月 16 日老認発

0316 第３号、老老発 0316 第２号）の別紙様式２－２―１をもって、保

険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用

者を診療するとともに、別紙様式２－２―１に記載された内容について

確認し、指定訪問リハビリテーションの提供を開始しても差し支えない

と判断した場合には、例外として、別紙様式２－２―１をリハビリテー

ション計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開始して

もよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３

月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回の訪問リハビリテ

ーション計画を作成する。 

⑤ 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応

じて当該計画を見直す。初回の評価は、訪問リハビリテーション計画に

基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その

後はおおむね３月ごとに評価を行う。 

⑥ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以

上の指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合に

は、リハビリテーション計画書に指定訪問リハビリテーションの継続利

用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービ

スの併用と移行の見通しを記載する。 

⑦ 指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護

に当たる者に対して１回当たり 20 分以上指導を行った場合に、１週に

６回を限度として算定する。ただし、退院（所）の日から起算して３月

以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週 12

回まで算定可能である。 

⑧ （略） 

⑨ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指

定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーショ

ンの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。 

⑩・⑪ （略） 

を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指定

訪問リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーションマネジ

メント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画

書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（平成 30 年３月 22 日

老老発 0322 第２号）の別紙様式２―１をもって、保険医療機関から当

該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとと

もに、別紙様式２―１に記載された内容について確認し、指定訪問リハ

ビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、

例外として、別紙様式２―１をリハビリテーション計画書とみなして訪

問リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。 

 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３

月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回の訪問リハビリテ

ーション計画を作成する。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

③ 指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護

に当たる者に対して１回当たり 20 分以上指導を行った場合に、１週に

６回を限度として算定する。 

 

 

④ （略） 

（新設） 

 

 

 

⑤・⑥ （略） 
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⑵ 指定訪問リハビリテーション事業所と同一の敷地内若しくは隣接する

敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物

等に居住する利用者に対する取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒁を参照されたい。 

⑵ 指定訪問リハビリテーション事業所と同一の敷地内若しくは隣接する

敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物

等に居住する利用者に対する取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒂を参照されたい。 

⑶ （略） ⑶ （略） 

⑷ 特別地域訪問リハビリテーション加算について 

訪問介護と同様であるので、２⒂を参照されたい。 

⑷ 特別地域訪問リハビリテーション加算について 

訪問介護と同様であるので、２⒃を参照されたい。 

⑸ 注４の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒃を参照されたい。 

⑸ 注４の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒄を参照されたい。 

⑹ 注５の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒄を参照されたい。 

⑹ 注５の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒅を参照されたい。 

⑺ 短期集中リハビリテーション実施加算について 

①・② （略） 

（削る） 

⑺ 短期集中リハビリテーション実施加算について 

①・② （略） 

③ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の

算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリ

テーションを実施するよう留意すること。 

⑻ リハビリテーションマネジメント加算について 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケア

マネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーション

の質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた

（Survey）、多職種協働による訪問リハビリテーション計画の作成

（Plan）、当該計画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビ

リテーションの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）とその結果を

踏まえた当該計画の見直し等（Action）といったサイクル（以下「ＳＰ

ＤＣＡサイクル」という。）の構築を通じて、継続的にリハビリテーシ

ョンの質の管理を行った場合に加算するものである。 

② （略） 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

⑻ リハビリテーションマネジメント加算について 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケア

マネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーション

の質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた

（Survey）、多職種協働による訪問リハビリテーション計画の作成

（Plan）、当該計画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビ

リテーションの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）とその結果を

踏まえた当該計画の見直し等（Action）といったサイクル（以下「ＳＰ

ＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質

の管理を行った場合に加算するものである。 

② （略） 

③ 大臣基準告示第 12 号イ⑴の「定期的に」とは、初回の評価は、訪問

リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始から

おおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行うもので

あること。 

④ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以

上の指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合に

は、リハビリテーション計画書の特記事項欄に指定訪問リハビリテーシ
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③ （略） 

④ 大臣基準第 12 号ロ⑵及びニ⑵に規定する厚生労働省への情報の提出

については、「科学的介護情報システム（Long-term care Information 

system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこと

とする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護

情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月 16 日老老発 0316 第

４号）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理

を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

ョンの継続利用が必要な理由、指定通所リハビリテーションその他の指

定居宅サービスの併用や移行の見通しを記載すること。 

⑤ （略） 

⑥ 大臣基準告示第 12 号ニ⑵のデータの提出については、厚生労働省が

実施する「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業

（Monitoring and evaluation of the rehabilitation services in 

long-term care）」（以下、「ＶＩＳＩＴ」という。）に参加し、当該事業

で活用しているシステムを用いて、リハビリテーションマネジメントで

活用されるリハビリテーション計画書等のデータを提出することを評

価したものである。 

当該事業への参加方法や提出するデータについては「リハビリテーシ

ョンマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテー

ション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（平成 30 年

３月 22 日老老発 0322 第２号）を参照されたい。 

⑼ （略） ⑼ （略） 

⑽ 注 10 の取扱いについて 

訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定訪問リハビリテーショ

ン事業所の医師の診療に基づき、当該医師及び理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が共同して作成するものである。 

注 10 は、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師

による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医

師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をも

とに、当該事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪

問リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師の指示に基づき、

当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリ

テーションを実施した場合について、例外として基本報酬に 50 単位を減

じたもので評価したものである。 

「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学

的管理を行っている医師から指定訪問リハビリテーション事業所の医師

が、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施

に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

の別紙様式２－２―１のうち、本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、

心身機能・構造、活動（基本動作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤ

⑽ 注 10 の取扱いについて 

訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定訪問リハビリテーショ

ン事業所の医師の診療に基づき、当該医師及び理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が共同して作成するものである。 

注 10 は、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師

による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医

師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をも

とに、当該事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪

問リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師の指示に基づき、

当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリ

テーションを実施した場合について、例外として基本報酬に 20 単位を減

じたもので評価したものである。 

「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学

的管理を行っている医師から指定訪問リハビリテーション事業所の医師

が、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並

びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」（平成 30 年３月 22 日老老発 0322 第２号）の別紙様式２―１のうち、

本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、活動（基本
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Ｌ）、リハビリテーションの目標、リハビリテーション実施上の留意点等

について、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が十分に記載で

きる情報の提供を受けていることをいう。 

動作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤＬ）、リハビリテーションの目

標、リハビリテーション実施上の留意点等について、当該指定訪問リハビ

リテーション事業所の医師が十分に記載できる情報の提供を受けている

ことをいう。 

⑾ 移行支援加算について 

① 移行支援加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーショ

ン計画に家庭や社会への参加を可能とするための目標を作成した上で、

利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所介護等に移行させる

ものであること。 

②～④ （略） 

⑤ 「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては、指定訪問リハビ

リテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問

リハビリテーション計画書のアセスメント項目を活用しながら、リハビ

リテーションの提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維

持又は改善していることを確認すること。なお、電話等での実施を含め

確認の手法は問わないこと。 

 

 

 

 

（削除） 

 

⑥ 「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」

については、利用者の円滑な移行を推進するため、指定訪問リハビリテ

ーション終了者が指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地

域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通

所介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリ

テーション、指定介護予防認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所へ移行する際に、「リハビリテーションマネ

ジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計

画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（平成 30 年３月 22

日老老発 0322 第２号）の別紙様式２―１及び２－２のリハビリテーシ

ョン計画書等の情報を利用者の同意の上で指定通所介護、指定通所リハ

ビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、

⑾ 社会参加支援加算について 

① 社会参加支援加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテー

ション計画に家庭や社会への参加を可能とするための目標を作成した

上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所介護等に移行

させるものであること。 

②～④ （略） 

⑤ 「３月以上継続する見込みであること」の確認に当たっては、指定訪

問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が、指定訪問リハビリテーション終了者の居宅を訪問し、訪問リハビリ

テーション計画書のアセスメント項目を活用しながら、リハビリテーシ

ョンの提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維持又は改

善していることを確認すること。 

なお、利用者の居宅への訪問が困難である場合、当該利用者の介護支

援専門員に対して、居宅サービス計画の提供を依頼し、社会参加等に資

する取組の実施状況を確認するとともに、電話等を用いて、前記と同様

の内容を確認すること。 

⑥ 「３月以上継続する見込みであること」の確認に当たって得られた情

報については、リハビリテーション計画書等に記録すること。 

（新設） 
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指定小規模多機能型通所介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定

介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護

又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所へ提供すること。な

お、指定通所介護事業所等の事業所への情報提供に際しては、リハビリ

テーション計画書の全ての情報ではなく、「リハビリテーション・個別

機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに

事務処理手順及び様式例の提示について」に示す別紙様式２－２―１及

び２－２－２の本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、リハビリテ

ーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供

することで差し支えない。 

⑿ サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので、３⑼⑥及び⑦を参照のこと。 

② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士のうち、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)にあって

は勤続年数が７年以上の者が１名以上、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

にあっては勤続年数が３年以上の者が１名以上いれば算定可能である

こと。 

⒀ （略） 

⑿ サービス提供体制強化加算について 

① 訪問看護と同様であるので、４(25)②及び③を参照のこと。 

② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が３年以上の者が１名以上い

れば算定可能であること。 

 

 

⒀ （略） 

６ 居宅療養管理指導費 

⑴ 通院が困難な利用者について 

居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難なものに対し

て、定期的に訪問して指導等を行った場合の評価であり、継続的な指導等

の必要のないものや通院が可能なものに対して安易に算定してはならな

い。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院がで

きるものなどは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導

費は算定できない（やむを得ない事情がある場合を除く。）。 

６ 居宅療養管理指導費 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ （略） ⑴ （略） 
⑶ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的

かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員

（指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅

要介護被保険者については居宅サービス計画（以下６において「ケアプ

ラン」という。）を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生

⑵ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的

かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員

（指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅

要介護被保険者については居宅サービス計画（以下６において「ケアプ

ラン」という。）を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生


